
名古屋学芸大学短期大学部単位の認定に係わる成績評価に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、名古屋学芸大学短期大学部学則第１４条に規定する単位の認定

に係わる成績評価について必要な事項を定めることを目的とする。 

（成績評価の方法） 

第２条 成績の評価は、筆記試験、口述試験、実技試験、レポート試験、作品審査、

その他の方法によるものとし、授業担当教員が最も適切と認める方法で実施する。 

（成績評価を受けることのできる資格） 

第３条 前条の成績評価を受けることができるのは、学則第１３条に定めるところに

より履修登録をした授業科目とする。 

２ 次の各号の一に該当するときは、成績評価を受けることができない。 

 一 授業料等納付金を納入していない者 

 二 授業時数の３分の１を超える時数を欠席した科目 

 三 履修を途中で辞退又は放棄した科目 

（成績評価） 

第４条 成績評価は、第２条により次の基準により行う。 

A+ ９０～１００点   合 格 

Ａ ８０～ ８９点   合 格 

Ｂ ７０～ ７９点   合 格 

Ｃ ６０～ ６９点   合 格 

Ｄ ５９点以下     不合格（再評価を実施） 

Ｆ           不認定（又は再評価を実施しない不合格） 

Ｈ           保 留 

Ｔ           認 定 

（保留） 

第４条の２ 保留とはやむをえない事由により当該期内に評価が行えない場合におい

て、評価を留保し当該期以降の期に成績評価を行うことを言う。 

２ 保留の場合は、原則として当該科目の授業担当者が評価を出すものとする。 

３ 保留にできる授業科目は、原則として必修科目に限る。 

（再評価） 

第５条 各学期に不合格となった科目は、授業担当教員が認めた場合に限り、再度評

価を受けることができる。 

（再評価の願い出） 

第６条 再評価を受けようとする者は、再評価願に別に定める再評価手続料を添えて

提出しなければならない。 

（細則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、成績評価について必要な事項は別に定める。 

附 則 

１ この規程は、２００２年４月１日から施行する。 

（2011.9.23更新）



  

２ １９９１年４月１日施行の「愛知女子短期大学試験規程」は、これを廃止する。  

附 則 

１ この規程は、２００４年４月１日から施行する。 

２ ２００４年３月３１日以前に入学した者については、原則として改正後の規程

にかかわらず、第４条及び第４条の２の規程は適用しない。 

３ 前項の適用しない部分は、改正前の規程を適用する。 
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